
大津市行方不明高齢者等ＧＰＳ位置情報探知システム利用支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、認知症のある高齢者等が行方不明となった場合に早期にその現在位

置を把握することができるよう、当該高齢者等を在宅で介護する者等のＧＰＳ位置情報

探知システム（以下「位置情報探知システム」という。）の利用を支援し、もって高齢

者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「認知症のある高齢者等」とは、医師から介護保険法（平成９

年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条の２第１項に規定する認知症（以下

「認知症」という。）の診断を受けている６５歳（介護保険法施行令（平成１０年政令

第４１２号）第２条第６号に掲げる初老期における認知症の診断を受けている者にあっ

ては、４０歳）以上の者をいう。 

 （利用支援事業） 

第３条 この要綱による位置情報探知システム利用支援事業（以下「利用支援事業」とい

う。）の内容は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 位置情報探知システム専用端末機（以下「端末機」という。）又は専用充電器の貸

与又は交付 

⑵ 位置情報探知システムによる２４時間体制の位置情報の提供 

⑶ 次のいずれかのサービスの提供 

  ア 緊急対処員による現場臨場及び次条に定める対象高齢者等の保護 

イ 靴その他の端末機を格納できる用具の提供 

２ 利用支援事業に係る位置情報探知システムの運営は、前項各号に掲げるサービスを提

供することができる民間事業者であって、市長が適当と認めるものに委託して実施する

ものとする。 

 （利用対象者） 

第４条 位置情報探知システムを利用することができる者は、認知症のある高齢者等であ

って、次の各号のいずれにも該当するもの（以下「対象高齢者等」という。）を在宅で介

護する者その他市長が適当と認める者とする。 

⑴ 市内に住所を有する者であること。 

⑵ 医療施設に入院していない者であること。 

⑶ 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療 

院に入所していない者であること。 

⑷ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム又は軽費老人ホームに入居

し、又は入所していない者であること。 

⑸ 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けていない者であ



ること。 

⑹ 障害者支援施設に入所していない者であること。 

⑺ 介護保険適用除外施設に入所していない者であること。 

 ⑻ 法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者その他これに準ずる状態に

ある者であって、行方不明になるおそれがあると認められるものであること。 

 （利用の申請） 

第５条 位置情報探知システムを利用しようとする者は、大津市行方不明高齢者等ＧＰＳ

位置情報探知システム利用支援事業申請書（様式第１号）及び誓約書（様式第２号）に

認知症と診断されたことが分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 （利用の可否の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに位置情報探知システム

の利用の必要性を検討の上、利用の可否を決定し、大津市行方不明高齢者等ＧＰＳ位置

情報探知システム利用支援事業利用決定通知書（様式第３号）又は大津市行方不明高齢

者等ＧＰＳ位置情報探知システム利用支援事業利用（棄却・却下）通知書（様式第４

号）により申請した者に通知するものとする。 

（端末機又は専用充電器の貸与又は交付） 

第７条 市長は、前条の規定により位置情報探知システムの利用の決定を受けた者（以下

「利用者」という。）に対し、端末機又は専用充電器を貸与し、又は交付するものとす

る。 

（端末機の管理等） 

第８条 利用者は、善良な管理者としての注意をもって貸し出された端末機を管理しなけ

ればならない。 

２ 利用者は、この事業の目的に反して端末機を使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に

供してはならない。 

（利用の取消し） 

第９条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消すも

のとする。 

⑴ 虚偽その他不正な行為により利用決定を受けたとき。 

⑵ 前条の規定に違反したとき。 

⑶ 次条に規定する届出があったとき。 

⑷ 第１１条第１項に規定する費用を第３条第２項の規定により市長から委託を受けた

民間事業者に支払わなかったとき。 

２ 市長は、利用を取り消したときは、大津市行方不明高齢者等ＧＰＳ位置情報探知シス

テム利用支援事業取消決定通知書（様式第５号）により当該利用者に通知するものとす

る。 



３ 前項の通知を受けた利用者は、端末機及び専用充電器を速やかに市に返還しなければ

ならない。 

（届出義務） 

第１０条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに大津市行方不明高

齢者等ＧＰＳ位置情報探知システム利用支援事業異動届出書（様式第６号）により市長

に届け出なければならない。 

⑴ 対象高齢者等が死亡したとき。 

⑵ 第４条に規定する要件を満たさなくなったとき。 

⑶ 位置情報探知システムを利用する必要がなくなったとき。 

（費用の負担の区分） 

第１１条 事業に要する費用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 市 端末機、専用充電器等（これらの付属品を含む。）の導入に係る費用 

⑵ 利用者 基本料金、位置情報提供料金その他前号に定める費用以外の費用 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和元年１０月１日から施行し、同日以後の位置情報システムの利用に係

る費用について適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、改正後の大津市行方不明高齢者ＧＰＳ位置

情報探知システム利用支援事業実施要綱の規定は令和２年度の補助金から適用する。 

附 則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、同日以後の位置情報システムの利用に係る

費用について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


